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「長崎県有料老人ホーム設置運営指導指針」新旧対照表 

改     正     後 改     正     前 

長崎県有料老人ホーム設置運営指導指針 

 

１～５ 略 

 

６ 既存建築物等の活用の場合等の特例 

 （１） 略 

 （２） 略 

 （３）戸建住宅等（延べ面積 200㎡未満かつ階数３以下）を有料老人ホームとして利

用する場合においては、在館者が迅速に避難できる措置を講じることにより、耐

火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

（４） 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律（平成２３年

法律第７４号。以下「改正法」という。）の施行（平成２３年１０月２０日）の際

現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第４条に規定す

る高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であった有料

老人ホームについては、５（２）、（３）、（６）、（７）、（８）及び（９）の基準を適

用しない。ただし、建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火設備、警報設備

その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故、災害に対応するための設備を十分

に設けるとともに、緊急通報装置を設置する等により、入居者の急病等緊急時の

対応を図ること。 

 

 

７ 略 

 

８ 有料老人ホーム事業の運営 

（１） 略 

 （２） 略 

 （３） 略 

 （４）個人情報の取り扱い 

   （２）の名簿及び（３）の帳簿における個人情報に関する取り扱いについては、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び同法に基づく「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（個人情報保

護委員会・厚生労働省）」を遵守すること。 

長崎県有料老人ホーム設置運営指導指針 

 

１～５ 略 

 

６ 既存建築物等の活用の場合等の特例 

 （１） 略 

 （２） 略 

 

 

 

（３） 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律（平成２３

年法律第７４号。以下「改正法」という。）の施行（平成２３年１０月２０日）の

際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第４条に規

定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であっ

た有料老人ホームについては、５（２）、（３）、（６）、（７）、（８）及び（９）の

基準を適用しない。ただし、建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火設備、

警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故、災害に対応するための設

備を十分に設けるとともに、緊急通報装置を設置する等により、入居者の急病等

緊急時の対応を図ること。 

 

７ 略 

 

８ 有料老人ホーム事業の運営 

（１） 略 

 （２） 略 

 （３） 略 

 （４）個人情報の取り扱い 

（２）の名簿及び（３）の帳簿における個人情報に関する取り扱いについては、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び同法に基づく「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成

２９年４月１４日厚生労働省）」を遵守すること。 
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 （５）業務継続計画の策定等 

   イ 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行うた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。

計画の策定にあたっては、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感

染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災

害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。 

 また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目に

ついては実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を

一体的に策定することを妨げるものではない。 

ロ 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施すること。なお、訓練については、机上を含めその実施手法は問

わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施す

ることが適切である。 

 なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、他の設置者との

連携等により行うことも差し支えない。 

ハ 略 

（６） 略 

（７） 略 

（８） 略 

 （９）医療機関等との連携 

   イ 入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関と協力する旨及

びその協力内容を取り決めておくこと。その際、入居者の急変時等に、相談対

応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定めるよう努めること。 

   ロ 当該有料老人ホームの設置者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成 10年法律第 114号）第６条第 17項に規定する第二種協

定指定医療機関との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新

感染症をいう。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めること。 

ハ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種

協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行う

こと。  

ニ  入居者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入居者の病状

（５）業務継続計画の策定等 

   イ 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行う

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ

ること。計画の策定にあたっては、「介護施設・事業所における新型コロナ

ウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所に

おける自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。 

 

 

 

ロ 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施すること。なお、訓練については、机上を含めその実施手

法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせなが

ら実施することが適切である。 

 

 

ハ 略 

（６） 略 

（７） 略 

（８） 略 

（９）医療機関等との連携 

イ 入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関と協力する旨

及びその協力内容を取り決めておくこと。 
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が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該有料老人ホームに速

やかに入居させることができるよう努めること。 

   ホ あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めておく

よう努めること。 

   ヘ 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療機関及び協力歯

科医療機関の診療科目、協力科目等について入居者に周知しておくこと。 

   ト 入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協力医療機関による

医師の訪問や、嘱託医の確保などの支援を行うこと。 

   チ 入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関及

び協力歯科医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置者が提示する

ものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのものではない。 

   リ 医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領することそ

の他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を受ける

ことにより、入居者が当該医療機関において診療を受けるように誘引してはな

らないこと。 

（１０） 略 

（１１） 略 

 

９ サービス等 

 （１） 略 

 （２） 略 

 （３） 略 

 （４）設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平

成１７年法律第１２４号）に基づき、次の事項を実施すること。 

   イ 略 

   ロ 略 

ハ 略 

ニ 略 

ホ ロからニまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

当該担当者は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の責任 

者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一施設内での複数担当の

兼務や他の事業所・施設等との担当の兼務については、担当者としての職務に

支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に

 

 

   ロ あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めてお

くよう努めること。 

   ハ 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療機関及び協力

歯科医療機関の診療科目、協力科目等について入居者に周知しておくこと。 

   ニ 入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協力医療機関によ

る医師の訪問や、嘱託医の確保などの支援を行うこと。 

   ホ 入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関及び

協力歯科医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置者が提示するもの

であって、当該医療機関における診療に誘引するためのものではない。 

   ヘ 医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領するこ

とその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益

を受けることにより、入居者が当該医療機関において診療を受けるように誘

引してはならないこと。 

（１０） 略 

（１１） 略 

 

９ サービス等 

 （１） 略 

 （２） 略 

 （３） 略 

（４）設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

（平成１７年法律第１２４号）に基づき、次の事項を実施すること。 

   イ 略 

   ロ 略 

ハ 略 

ニ 略 

ホ ロからニまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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従事しており、入居者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者と

しての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

ヘ その他同法第２０条の規定に基づき、研修の実施、苦情の処理の体制の整備

その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。 

（５） 略 

（６）緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居 

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要 

件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎

重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。 

（７） 略 

 

１０～１３ 略 

 

１４ 電磁的記録等 

（１）作成、保存その他これらに類するもののうち、この指導指針の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）

で行うことが規定されている又は想定されるもの（（２）に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

（２）交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下、「交付等」という。）

のうち、この指導指針の規定において書面で行うことが規定されている又は想定され

るものについては、当該交付等の相手方（入居者等）の承諾を得て、書面に代えて、

電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができ

ない方法をいう。）によることができる。 

 

附 則 

 １ 略 

 ２ 本指針の施行日から設置及び運営されている有料老人ホームについては、本指針

に適合するための措置をとること。 

附 則 

 

 

ヘ その他同法第２０条の規定に基づき、研修の実施、苦情の処理の体制の整

備その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。 

（５） 略 

（６）緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入 

居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 

 

 

（７） 略 

 

１０～１３ 略 

 

１４ 電磁的記録等 

（１）作成、保存その他これらに類するもののうち、この指導指針の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によ

って認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの（（２）に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁器的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

（２）交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下、「交付等」という。）

のうち、この指導指針の規定において書面で行うことが規定されている又は想定さ

れるものについては、当該交付等の相手方（入居者等）の承諾を得て、書面に代え

て、電磁的方法（電子的方法、磁器的方法その他人の知覚によっては認識すること

ができない方法をいう。）によることができる。 

 

附 則 

 １ 略 

 ２ 本指針の施行日から設置及び運営されている有料老人ホームについては、本指

針に適合するための措置をとること。 

附 則 
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  この指針は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、９（１）（エ）の規定に 

ついては平成１８年７月１日から適用することとし、別表及び別紙様式については 

平成１８年９月３０日までの間は従前の例によることができるものとする。 

附 則 

  この指針は、平成１９年９月３日から施行する。 

附 則 

  この指針は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この指針は、平成２５年７月１日から施行する。 

   附 則 

  この指針は、平成２７年７月１日から施行する。  

   附 則 

  この指針は、平成３０年７月１日から施行する。 

   附 則 

  この指針は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則 

この指針は、令和６年７月１日から施行する。 

 

 

 

   この指針は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、９（１）（エ）の規定

については平成１８年７月１日から適用することとし、別表及び別紙様式について

は平成１８年９月３０日までの間は従前の例によることができるものとする。 

附 則 

  この指針は、平成１９年９月３日から施行する。 

附 則 

  この指針は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この指針は、平成２５年７月１日から施行する。 

   附 則 

  この指針は、平成２７年７月１日から施行する。  

   附 則 

  この指針は、平成３０年７月１日から施行する。 

   附 則 

  この指針は、令和３年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



月十孫蹴

有料老人ホーム重要事項説明書

記入年月日

鵡

F折属・璃‰

※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームについては、「「登録申請書の添付書類等の参考とす

る様式についてJの一部改正について (令和4年 8月 18日 付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・国土交通省住宅局

安心局睦隆箇鶉長事務連絡)」 の別紙3の記載内容を合わせて記載して差し支えありませれ その場合、以下の1から

3まで及び6の内容については、別紙4の記載内容で説明されているものとみなし、欄自体を削除して差し支えあり

ませ疵

4.サービス等の内容

い護サービスの内容)※特定施設入居者生活介護等の提供を行つていない場合は省略可能

別紙様式

有料老人ホ‐ム重要事項説明書

記ヌ年 )日 日

鵡

所凰・珂醗名

※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームについては、「登録申請書の添付書類等

の参考とする様式について (平成23年 10月 7日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・国土交通省住宅

局安サ出り聡 推進課長事務連絡)」 の別紙4の記哉内容を合わせて記哉して差し支えありませ猛 その場合、

以下の1から3まで及び6の内容については、別紙4の記載内容で説明されているものとみなし、欄自体

を削除して差し支えありませ疵

4.サービス等の内容

(介護サービスの内容)※特定施設入居者生活介護等の提供を行つていない場合は省略可能

1

特定施設入居者生活介

護のカロ算の対象となる

サ‐ビス体制の有無

※「婉 密概 キ帯む吃

設入居者生活介護Jの
指定を受けているナ場

気

メJ酬願 援加算 (I) 1 あり 2 なし

(H) 1 あり 2 なし

生活機能向上連携加

算

(I) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

個別機能訓練加算 (I) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

夜問看護体制加算 (1) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

若年性認知症みJ已者受入加算 1 あり 2 なし

協力医療機関連携加

算

(I) 1 あり 2 なし

(H) 1 あり 2 なし

口腔衛生管理体制加算 (※ ) 1 あり 2 なし

口腔・栄養スクリーニング加算 1 あり 2 なし

退院・退所時連携加算 1 あり 2 なし

退去時情報提供加算 1 あり 2 なし

看取り介護加算 (I) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

認知症専Pロケアカロ算 (1) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

高齢者施設等感染対

策向上加算

(I) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

生産性向上推進体制

加算

(I) 1 あり 2 なし

(H) 1 あり 2 なし

サービス提供体制強

イ助日算

(I) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

(Ⅲ ) 1 あり 2 なし

介護職員等処遇改善

加算

(I) 1 あり 2 なし

(I) 1 あり 2 なし

(Ⅲ ) 1 あり 2 なし

(Ⅳl 1 あり 2 なし

特鋤翻興 酵 子生活介護

のカロ算の対象となるサー

ビス体制の有無

メ」欝出統支援加算 1 あり 2 なし

生活機能向上連携加算 1 あり 2 なし

個別機能訓練加算 と あり 2 なし

夜間看護体制加算 1 あり 2 なし

若年性識 競勢距路授必〕口算 1 あり 2 なし

医療機関連携カロ算 1 あり 2 なし

口腔衡生管理体制加算 1 あり 2 なし

栄養スクリーニング加算 1 あり 2 なし

退院・退所時連携加算 1 あり 2 なし

看取り介護加算 1 あり 2 なし

認知症専門ケ

ア加算

(I) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

サービス提供

体制3釘助日算

(I)イ 1 あり 2 なし

(I)ロ 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

(Ⅲ ) 1 あり 2 なし

介護職員処遇

改善加算

(I) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

(Ⅲ ) 1 あり 2 なし

(Ⅳ l 1 あり 2 なし

(V) 1 あり 2 なし

介護職員等特

定処遇改善加

算

(1) 1 あり 2 なし

(Ⅱ ) 1 あり 2 なし

人員配置が手l享い介護サ
ービスの実施の有無

1 あり (介護・看護職員の固己晋ヒ珀

1

2 なし

(医療連携の内容)



(V)(1) 1 あり 2 なし

(V)121 1 あり 2 なし

(V)(3) 1 あり 2 なし

(V)141 1 あり 2 なし

(VX51 1 あり 2 なし

(V)(61 1 あり 2 なし

(y)(71 1 あり 2 なし

(V)(8) 1 あり 2 なし

(V)191 1 あり 2 なし

(V)(10) 1 あり 2 なし

(V)(11) 1 あり 2 なし

(V)(121 1 あり 2 なし

(V)(131 1 あり 2 なし

饉 1つ 1 あり 2 なし

人員配置が手厚い介護

サービスの実施の有無

1 あり (介護・看護職員の配置め

2 なし

医療支援

※複数選択可

1 救急車の手配

2 入退院の付き添い

3 通院介助

4 その他 ( )

協力医療機関 1 名称

住所

診療科目

協力内容

2 名称

住所

診療科目

協力内容

協力歯科医療機関 名称

住所

協力内容

5.職員体制

(夜勤を行う看護・介護職員の人翔
(医療連携の内容)

医療支援

※複数選択可

1 救急章の手配

2 入退院の付き添い

3 通院介助

4 その他 ( )

協力医療機関 1 名称

イ主月)〒

診療科目

協力科目

協力内容 入F)T者の病状の急変時等において相談

武痣を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

診療の求めがあった場合において診療

を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

2 名称

御 F

£勿磨研斗目

協力利目

協力内容 入所者の病状の急変時等において相

談対応を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

診療の求めがあった場合において診

療を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

3 名称

住所

診療科目

協力科目

夜間帯の設定時間 ( 時～ 嘲

平均人数 最少時人数 (休憩者等を除く)

看護醐員 人 人

介護贈員 人 人

2 2



協力内容 入所者の病状の急変時等において相

談対応を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

診療の求めがあった場合において診

療を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

4 名称

イ主月折

診療科目

協力科目

協力内容 入所者の病状の急変時等において相

談対応を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

診療の求めがあった場合において診

療を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

5 名称

御 F

諺場新斗目

協力科目

協力内容 入所者の病状の急変時等において相

談対応を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

診療の求めがあつた場合において診

療を行う体制を常時確保

1 あり 2 なし

新興感染症発

生時に連携す

る医療機関

1 あり

2  なし

協力歯科医療

機関

1 名称

住所

協力内容

2 名称

住所

協力内容
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丹町添 2 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表

あ りな し

考備

※付添いができる範囲を明確化すること

※利用できる範 囲を明確化す ること

※回数 (年〇国など)を明記すること

※付添いができる範囲を明確化すること

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

な し

な し

な し

な し

な し

個別の利用料で、実施するサービス

(利用者が全額負担)

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

あ り

あ り

一

―

イ

イ

イ

あ り

あ り

イ

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

あ り

な し

な し

な し

一

イ

イ

―

特定施設入居者生活介護費
で、実施するサービス
(利用者一部負担 ※1)

な し

な し

イ

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

一

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し

な し入 院 中の 見舞 い訪 間

入退院時の同行

入院中の洗濯物交換・買い物

特定施設入居者生活介護 (地域密着型・介護予防を含む)の指定の有無

排泄介助 。おむつ交換

助入浴 (一般浴)

・着答え等)

サービス

食事介助

おむつ代

ビ ス

じ

る

ン

↓

ビ ス

金 銭

生活プズムの記録 (ラF便・睡眠等)

健康管理サービス

定期健康診断

健康相談

入退院時・入院中のサービス

じて 3

※ 2

※ 3

「あり」を記入したときは、各種サービスの費用が、月額のサービス費用に包含される場合と、サービス利用の都度払いによる場合に応じて、いずれかの欄に「 〇 」を記入する。

都度払いの場合、 1国あたりの金額など、単位を明確にして記入する。
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